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は
じ
め
に

源
義
経
は
、
そ
の
数
奇
な
人
生
が
物
語
性
を
持
つ
た
め
か
非
常
に
多
く
の
伝
説
が

全
国
各
地
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
義
経
の
活
動
範
囲
と
も
重
な
り（
北
行
伝
説
を

除
い
て
）、
何
ら
か
の
事
実
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
が
、
史
実
と
伝
説

が
あ
い
ま
っ
て
義
経
の
真
実
の
姿
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
。

奈
良
の
春
日
大
社
に
は
、
源
義
経
奉
納
の
伝
え
を
残
す
宝
物
が
い
く
つ
か
あ
る
。

義
経
が
兄
頼
朝
に
追
わ
れ
逃
亡
中
に
匿
わ
れ
た
興
福
寺
勧
修
坊
に
残
し
た
と
伝
わ
る

国
宝
・
籠
手
は
大
変
有
名
で
あ
る
し
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
作
と
さ
れ
な
が
ら
も
義
経

奉
納
の
伝
え
が
あ
る
国
宝
・
赤
糸
威
大
鎧
（
竹
虎
雀
金
物
）、
そ
し
て
赤
銅
造
太
刀
も

義
経
所
用
と
の
伝
承
を
も
つ
と
い
う①
。

ま
た
、
春
日
社
所
蔵
の
古
文
書
・
古
記
録
に
は
、
義
経
を
伝
え
る
内
容
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
記
事
は
、
義
経
研
究
や
内
乱
史
研
究
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
春
日
大
社
に
は
義
経
所
伝
を
も
つ
伝
世
品
と
文
献
史
料
が
共
に
残
る

点
で
、
他
の
義
経
伝
説
を
も
つ
寺
社
と
は
少
々
異
な
る
。
宝
物
に
は
年
代
的
に
合
致

し
な
い
も
の
も
あ
り
一
蹴
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
義
経
と
春
日
大
社
の
関
係
を
現
代

に
伝
え
て
い
る
も
の
と
積
極
的
に
捉
え
て
み
た
い
。

小
論
で
は
、
春
日
大
社
に
残
っ
た
宝
物
と
、
社
家
日
記
や
春
日
大
社
文
書
か
ら
、

義
経
と
春
日
大
社
の
関
係
を
お
う
と
と
も
に
、
義
経
の
畿
内
近
国
で
の
活
動
に
つ
い

て
若
干
の
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
、
春
日
大
社
に
残
る
義
経
奉
納
品

①
鎧赤

糸
威
大
鎧
（
竹
虎
雀
金
物
）
は
伝
源
義
経
奉
納
と
い
う
伝
え
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

鎌
倉
時
代
末
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
江
戸
時
代
に
は
「
義
経
緋
縅
鎧
」
が

春
日
社
本
談
義
屋
に
存
在
し
て
い
た
。

　

一 

同
所
本
談
議
（
義
）
屋
ニ
有
レ
之
候
義
経
緋
縅
鎧
・
楠
正
成
黒
革
縅
鎧
有
レ
之
、

是
亦
御
老
中
方
江
入
二
御
覧
一
来
候
処
、
本
談
義
屋
之
儀
者
、
寛
政
三
亥
年
九

月
炎
上
仕
、
其
節
右
武
器
茂
不
レ
残
焼
失
仕
候
得
共
、
当
役
所
ニ
者
、
宝
永
七

寅
年
、
右
義
経
正
成
之
鎧
等
寸
法
之
写
取
可
ニ
差
上
一
旨
、
所
司
代
松
平
紀
伊

守
殿
よ
り
先
役
共
江
被
二
仰
渡
一
、
有
形
本
法
之
通
写
取
差
上
、
当
御
役
所
と

も
写
取
置
申
候
。

こ
れ
は
、寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
閏
四
月
に
出
さ
れ
た
「
南
都
春
日
社
頭
宝
蔵

ニ
有
レ
之
候
鎧
写
之
儀
ニ
付
伺
書
」
の
朱
書
き
部
分
で
あ
る②
。
こ
の
「
義
経
緋
縅
鎧
」

は
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
二
）
九
月
に
発
生
し
た
火
事
で
本
談
義
屋
が
炎
上
し
、「
楠

正
成
黒
革
縅
鎧
」
と
共
に
「
不
レ
残
焼
失
」
し
て
し
ま
っ
た③
。
し
か
し
宝
永
七
年

（
一
七
一
〇
）
に
、
奈
良
奉
行
所
で
こ
れ
ら
鎧
を
写
し
取
る
よ
う
所
司
代
松
平
紀
伊
守

源
義
経
と
春
日
大
社

前　

川　

佳　

代
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信
傭
か
ら
指
示
が
あ
り
、
図
式
を
作
成
し
差
し
出
し
、
奈
良
奉
行
所
に
も
写
し
取
り

置
い
た
と
い
う
。

そ
の
絵
図
や
目
録④
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
松
平
定
信
『
集
古
十
種
』（
寛
政
十
二
年

（
一
八
〇
〇
）
頃
成
立
）
の
「
南
都
春
日
本
談
義
屋
蔵
義
経
朝
臣
甲
冑
図⑤
」
と
焼
け
残
っ

た
鎧
金
具
と
の
照
合
で
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
鉄
三
十
六
間
四
方
白
星

兜
鉢
及
鎧
金
具
が
、
江
戸
時
代
に
義
経
の
鎧
と
さ
れ
て
い
た
赤
糸
威
鎧
（
牡
丹
蝶
金

物
）
と
わ
か
る⑥
。
江
戸
時
代
に
は
今
や
金
具
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
赤
糸
威
鎧
（
牡

丹
蝶
金
物
）
が
義
経
奉
納
の
鎧
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た⑦
。
こ
の
赤
糸
威
鎧
（
牡
丹
蝶
金

物
）
は
、
竹
虎
雀
金
物
鎧
よ
り
は
や
や
古
く
、
後
述
の
梅
鶯
金
物
鎧
に
近
い
鎌
倉
後

期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
お
り⑧
、
義
経
の
本
当
の
甲
冑
で
は
な
い
。

一
方
で
竹
虎
雀
金
物
鎧
な
ど
の
鎧
は
、
春
日
社
回
廊
内
宝
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
た

た
め
、
寛
政
三
年
の
火
事
で
被
災
は
ま
ぬ
が
れ
、
ほ
ぼ
原
形
を
保
っ
て
春
日
大
社
に

現
存
し
て
い
る
。
前
掲
「
南
都
春
日
社
頭
宝
蔵
ニ
有
之
候
鎧
写
之
儀
ニ
付
伺
書
」
の

朱
書
き
以
外
の
箇
所
を
掲
げ
る
。

　
　
　

南
都
春
日
社
頭
宝
蔵
ニ
有
レ
之
候
鎧
写
之
儀
ニ
付
伺
書

　

一 

南
都
春
日
社
回
廊
内
宝
倉
ニ
相
納
有
レ
之
候
鎧
四
領
之
内
、
黒
革
縅
・
カ
ハ
色

縅
・
ア
カ
ネ
縅
鎧
之
儀
、
何
方
よ
り
奉
納
之
譯
難
二
相
知
一
候
得
共
、
古
代
之

品
ニ
而
、
御
老
中
方
南
都
巡
見
之
節
者
、
春
日
直
会
殿
ニ
飾
り
置
、
入
二
御
覧

一
来
申
候
。　

―
以
下
朱
書
き
部
分
は
前
掲
の
た
め
略
―

　
　

 

右
宝
倉
鎧
之
儀
茂
、
往
々
焼
失
之
程
も
難
レ
計
奉
レ
存
候
間
、
当
役
所
江
写
取

置
候
様
仕
度
、
此
段
奉
レ
伺
候
、
以
上
。

　
　
　
　

申
閏
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
伯
耆
守

こ
の
伺
書
は
、
回
廊
宝
倉
に
納
め
て
あ
る
四
領
の
鎧
に
も
焼
失
す
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
図
式
を
作
成
し
て
お
き
た
い
と
い
う
主
旨
で
、
前
掲
し
た
朱
書
き
箇
所
に
み

え
る
本
談
義
屋
の
鎧
は
焼
失
し
た
が
奈
良
奉
行
所
で
写
し
と
っ
て
お
い
た
と
い
う
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
回
廊
内
宝
庫
に
あ
っ
た
四
領
の
う
ち
「
黒
革
縅
・
カ
ハ

色
縅
・
ア
カ
ネ
縅
鎧
」
は
「
何
方
よ
り
奉
納
之
譯
難
相
知
候
得
共
、
古
代
之
品
ニ
而
」

と
奉
納
者
の
伝
承
は
と
く
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る⑨
。

こ
の
中
の
「
カ
ハ
色
縅
」
は
、
現
存
す
る
赤
糸
威
大
鎧
（
梅
鶯
金
物
）
の
こ
と
で
、

社
伝
で
は
、
源
義
家
所
用
の
鎧
で
、
義
家
か
ら
平
惟
成
に
伝
え
、
後
に
足
利
家
に
伝

わ
っ
て
、
将
軍
義
稙
が
春
日
大
社
に
奉
納
し
た
と
い
う⑩
。
こ
の
鎧
は
旧
国
宝
の
際
に

「
樺
色
威
」と
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ク
チ
ナ
シ
で
下
染
め
を
し
て
か
ら
紅
で
染
め

た
の
が
、
紅
が
と
ん
だ
た
め
に
樺
色
と
み
た
た
め
で
、
正
し
く
は
紅
糸
威
の
名
称
に

相
当
す
る
と
い
う⑪
。
鎌
倉
時
代
後
期
の
制
作
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
ア
カ
ネ
威
鎧
」

が
竹
虎
雀
金
物
鎧
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
、
源
義
経
奉
納
と
い
う
社
伝
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
伝
承
が
右
文
書
に
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
本
談
義
屋
所
蔵
の
鎧
の
ほ
う
が

有
名
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か⑫
。

②
籠
手　

鎌
倉
時
代
の
菊
蝶
文
金
具
籠
手
一
双
が
伝
わ
る
。も
と
興
福
寺
勧
修
坊
に
伝
わ
り
、

後
に
春
日
大
社
御
蔵
唐
院
に
保
管
さ
れ
て
き
た
と
い
う⑬
。
源
頼
朝
の
追
討
を
受
け
た

義
経
が
、
一
時
身
を
隠
し
た
勧
修
坊
を
去
る
際
に
残
し
た
と
伝
え
、「
義
経
籠
手
」
と

し
て
有
名
で
あ
る
。『
平
治
物
語
絵
巻
』に
も
描
か
れ
て
い
る
古
様
を
残
す
と
指
摘
さ

れ
な
が
ら
も
、
鎌
倉
時
代
の
制
作
と
さ
れ
る
籠
手
で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
壇
ノ
浦
の
戦
い
の
の
ち
、
頼
朝
と
義
経
の
間
は
険
悪
に
な
り
、

義
経
挙
兵
と
い
う
事
態
に
発
展
す
る
。
結
局
は
義
経
と
叔
父
の
行
家
は
都
落
ち
し
西

海
へ
活
路
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
末
か
ら
同
三
年

（
一
一
八
七
）
の
春
頃
に
奥
州
平
泉
へ
逃
れ
る
間
、
義
経
は
畿
内
近
国
に
潜
伏
す
る
。

籠
手
は
、
義
経
逃
亡
期
の
南
都
と
義
経
の
関
係
を
語
る
遺
品
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

義
経
が
南
都
に
匿
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
玉
葉
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
九
月

二
十
二
日
条
に
「
昨
日
卯
刻
、
武
士
二
三
百
騎
、
打
二
囲
勧
修
房
得
業
聖
弘
房
〈
称
放

光
房
〉
一
云
々
」、「
九
郎
判
官
義
行
在
二
此
家
一
、
仍
為
二
補
取
一
也
云
々
、
其
上
不
レ
能
二

是
非
一
、
然
間
散
々
追
捕
、
聖
弘
逐
電
了
、
武
士
無
二
成
事
一
即
帰
洛
」
に
あ
き
ら
か
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で
あ
る
。
こ
れ
は
前
日
の
九
月
二
十
日
に
京
都
で
捕
ま
っ
た
義
経
の
郎
等
・
堀
景
光

の
白
状
に
よ
り
、
義
経
が
南
都
に
匿
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
鎌
倉
方
が
二
十
一

日
に
南
都
に
急
襲
し
た
も
の
の
、
義
経
も
彼
を
匿
っ
た
と
さ
れ
る
聖
弘
も
捕
え
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
捉
え
た
下
僧
に
よ
る
と
「
義
行

（
義
経
）
隠
居
之
条
実
説
也
。
只
今
依
二
京
都
告
一
、
遮
以
逃
去
了
」
と
の
こ
と
で
、
京

都
か
ら
の
密
告
に
よ
り
間
一
髪
で
逃
げ
去
っ
た
あ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
二
十
一
日

に
は
春
日
社
で
唯
識
会
が
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
「
依
二
武
士
追
捕
事
一
、
昨
日

唯
識
会
延
引
者
」
と
春
日
社
神
主
大
中
臣
泰
隆
が
京
都
に
伝
え
て
い
る⑭
。

こ
れ
に
関
係
す
る
記
録
と
し
て
『
中
臣
祐
重
記
』
が
あ
る
。『
中
臣
祐
重
記
』
と

は
、
春
日
若
宮
神
主
中
臣
祐
重
が
残
し
た
神
事
日
記
で
、
祐
重
は
初
代
若
宮
神
主
中

臣
祐
房
の
三
男
で
あ
る
。
長
承
四
年
（
一
一
三
五
）
に
若
宮
社
が
本
社
か
ら
分
離
さ
れ

別
殿
に
鎮
座
さ
れ
た
際
に
中
臣
祐
房
が
初
代
神
主
に
任
じ
ら
れ
て
以
降
、
そ
の
一
流

が
世
襲
し
た
。
神
事
日
記
は
「
恒
例
臨
時
御
神
事
日
記
」
と
正
式
に
記
さ
れ
、
毎
月

一
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
に
本
社
と
若
宮
で
奉
仕
さ
れ
る
月
次
祭
の
「
旬
御
供
」

や
節
供
な
ど
の
社
行
事
の
奉
仕
者
や
御
供
の
内
容
を
中
心
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
日
記

は
祐
房
以
来
の
も
の
が
、旧
若
宮
神
主
千
鳥
家
に
伝
わ
っ
て
い
る⑮
。『
祐
重
記
』
は
養

和
二
年
、
寿
永
二
年
、
寿
永
三
年
、
文
治
二
年
の
四
巻
で
祐
重
の
自
筆
と
伝
わ
り
、

享
保
十
一
（
一
七
二
六
）
年
に
は
幕
府
に
提
出
さ
れ
て
い
る⑯
。

『
祐
重
記
』
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
九
月
九
日
条
に
は
「
□
□
□
辰
時
、歓
珠
房
・

放
光
院
・
慈
浄
院
□
□
□
處
□
補
ス
武
者
」
と
あ
る
。
九
日
な
ら
比
企
朝
宗
が
南
都

に
追
捕
に
向
か
う
一
一
日
前
で
は
あ
る
が
、「
歓
珠
房
（
勧
修
房
）・
放
光
院
」
の
房
名

と
「
武
者
」
の
字
が
み
え
る
。
こ
の
条
文
に
は
、
欠
損
部
が
あ
り
、
九
日
の
節
供
の

条
に
続
け
て
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
記
が
若
宮
神
主
中

臣
祐
重
に
よ
る
神
事
日
記
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
本
来
あ
る
べ
き
二
十
一
日

の
日
付
が
欠
損
し
て
お
り
、
こ
の
記
事
は
、
比
企
朝
宗
ら
が
南
都
に
討
ち
入
っ
た

二
十
一
日
の
条
文
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
時
刻
も
『
玉
葉
』
で
は
卯
刻
、

『
祐
重
記
』
で
は
辰
刻
と
一
刻
の
差
で
あ
る
。
旬
御
供
の
日
と
重
な
っ
た
た
め
、日
記

に
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
南
都
側
の
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。　

南
都
で
義
経
捜
索
が
行
わ
れ
た
翌
文
治
三
年
三
月
に
、
聖
弘
は
鎌
倉
へ
引
き
出
さ

れ
、
頼
朝
の
面
前
で
臆
す
る
こ
と
な
く
、
頼
朝
義
経
兄
弟
の
和
融
を
説
い
た
と
い
う

（『
吾
妻
鏡
』
三
月
八
日
条
）。
少
し
長
い
が
、
聖
弘
の
申
し
分
を
引
用
し
て
お
く
。

予
州
為
二
君
御
使
一
、
征
二
平
家
一
刻
、
合
戦
属
二
無
為
一
之
様
、
可
レ
廻
二
祈
請
一
之

旨
、
慇
懃
契
約
之
間
、
年
来
抽
二
丹
誠
一
、
非
二
報
国
之
志
一
乎
。
爰
予
州
称
レ
蒙
二

関
東
譴
責
一
、
逐
電
之
時
、
以
レ
謂
二
師
檀
之
好
一
、
来
二
南
都
一
之
間
、
相
構
先

遁
二
一
旦
害
一
、
退
可
レ
被
レ
謝
二
申
于
二
品
一
之
由
、
加
二
諷
詞
一
、
相
二
副
下
法
師

等
一
、
送
二
伊
賀
国
一
畢
。
其
後
全
不
レ
通
二
音
信
一
。
謂
二
祈
請
一
不
レ
祈
二
謀
叛
一
。

謂
二
諷
詞
一
和
二
逆
心
一
畢
。
彼
此
何
被
レ
処
二
与
同
一
哉
。
凡
倩
案
二
関
東
安
全
一
、

只
在
二
予
州
武
功
一
歟
。
而
聞
二
食
讒
訴
一
、
忽
忘
二
奉
公
一
、
被
レ
召
二
返
恩
賞
地
一

之
時
、
発
二
逆
心
一
之
條
、
人
間
所
堪
、
可
レ
然
事
歟
。
速
翻
二
日
来
御
気
色
一
、

就
二
和
平
之
儀
二
、
被
レ
召
二
還
予
州
一
。
兄
弟
令
レ
成
二
魚
水
思
一
給
者
、
可
レ
為
二

治
国
之
謀
一
也
。
申
状
更
非
二
引
級
之
篇
二
、
所
レ
求
二
天
下
静
謐
之
術
一
也
者
。

聖
弘
の
弁
に
よ
る
と
、
義
経
と
の
師
檀
関
係
は
「
征
二
平
家
一
刻
、
合
戦
属
二
無
為
一
之

様
、
可
レ
廻
二
祈
請
一
之
旨
、
慇
懃
契
約
之
間
」
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
両
者
が
関
係

を
結
ん
だ
の
は
義
経
が
上
洛
し
て
屋
島
へ
出
陣
す
る
ま
で
の
在
京
中
か
ら
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
次
に
、
義
経
在
京
中
の
活
動
と
春
日
大
社
と
の
関
係
を
み
て
い
く
こ

と
に
す
る
。二

、義
経
在
京
活
動
と
春
日
大
社
―
兵
粮
米
停
止
と
日
並
御
供
―

『
祐
重
記
』
に
は
、内
乱
に
関
す
る
興
味
深
い
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

源
義
仲
が
後
白
河
法
皇
を
襲
っ
た
法
住
寺
合
戦
の
記
事
と
し
て
、
寿
永
二
年

（
一
一
八
三
）
十
一
月
十
九
日
条
が
あ
る
。
同
日
条
に
は
、
合
戦
で
の
院
方
武
士
と
し



二
八
七

源
義
経
と
春
日
大
社

575

て
、「
佐
土
守
（
字
阿
キ
冠
者
）・
多
々
蔵
人
父
子
・
蔵
人
大
夫
（
字
伊
豫
冠
者
）・
衛
門

尉
」
等
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
佐
渡
守
は
葦
敷
重
隆
、
多
田
蔵
人
は
多
田
行
綱

で
問
題
な
か
ろ
う⑰
。
蔵
人
大
夫
の
注
記
を
写
真
で
見
る
と
、「
字
伊
豆
冠
者
」
と
読
め

そ
う
で
あ
る⑱
。
だ
と
す
る
と
源
頼
兼
か
、
源
仲
兼
で
あ
ろ
う⑲
。

義
仲
は
翌
年
正
月
に
滅
ん
だ
。『
祐
重
記
』寿
永
三
年
二
月
一
日
に
春
日
祭
が
延
期

さ
れ
た
記
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
今
日
御
祭
依
二
大
穢
解
一
留
畢
。
正
月
廿
六
日
、

頸
共
院
御
覧
、
京
中
併
大
触
穢
、
汚
穢
不
浄
故
也
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
正
月
二
十
日

に
宇
治
・
勢
多
の
戦
い
で
敗
れ
た
源
義
仲
ら
の
首
が
二
十
六
日
に
検
非
違
使
に
よ
っ

て
七
条
河
原
の
獄
門
前
樹
に
懸
け
ら
れ
た
際⑳
、
後
白
河
法
皇
が
ご
覧
に
な
り
、
穢
れ

の
た
め
春
日
祭
が
延
引
さ
れ
た
旨
を
記
し
て
い
る
。

義
経
は
、元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
正
月
二
十
日
に
宇
治
で
源
義
仲
軍
を
破
り
入
京

を
は
た
す
。
す
ぐ
さ
ま
平
氏
を
追
っ
て
三
草
山
と
一
ノ
谷
で
合
戦
し
、
勝
利
し
て
凱

旋
す
る
と
、
京
都
を
守
護
す
る
任
に
着
く
。
翌
元
暦
二
年
正
月
十
日
に
西
海
へ
出
陣

す
る
ま
で
の
約
一
年
間
は
、
京
都
近
国
で
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。

元
暦
元
年
二
月
に
頼
朝
が
朝
廷
に
送
っ
た
奏
状
に
義
経
の
地
位
や
権
限
が
明
記
さ

れ
て
い
る㉑
。

　

一　

平
家
追
討
事 

　
　

 

右
、
畿
内
近
国
、
号
二
源
氏
平
氏
一
携
二
弓
箭
一
之
輩
并
住
人
等
、
任
二
義
経
之

下
知
一
、
可
二
引
率
一
之
由
、
可
レ
被
二
仰
下
一
候
。
海
路
雖
レ
不
レ
輙
、
殊
可
二
忩

（
怱
）
追
討
一
之
由
、
所
レ
仰
二
義
経
一
也
。
於
二
勳
功
賞
一
者
、
其
後
頼
朝
可
二
計

申
上
一
候
。

こ
れ
に
は
、
畿
内
近
国
の
武
士
は
義
経
の
傘
下
に
属
し
、
平
家
を
追
討
す
る
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
義
経
は
軍
事
指
揮
権
を
有
し
平
家
追
討
の
総
指
揮
官
で

あ
る
。
こ
れ
よ
り
前
の
『
吾
妻
鏡
』
二
月
十
八
日
条
に
は
、「
武
衛
被
レ
発
二
御
使
於
京

都
一
。
是
洛
陽
警
固
以
下
事
所
レ
被
レ
仰
也
。
又
播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・
備
後
、

已
上
五
ケ
国
、
景
時
・
実
平
等
遣
二
専
使
一
、
可
レ
令
二
守
護
一
之
由
云
々
」
と
、
頼
朝

は
洛
陽
警
固
以
下
の
こ
と
を
京
都
に
伝
え
、
播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・
備
後
に

は
梶
原
景
時
と
土
肥
実
平
の
派
遣
を
決
め
た
。
右
の
頼
朝
の
奏
状
の
う
ち
、
義
経
の

平
家
追
討
に
つ
い
て
は
中
止
と
な
り
、
八
月
に
兄
範
頼
と
と
も
に
追
討
の
官
符
を

賜
っ
た㉒
。

現
在
残
る
史
料
や
文
書
類
か
ら
は
、
在
京
中
、
義
経
は
様
々
な
職
務
を
こ
な
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る㉓
。
こ
れ
ら
義
経
の
職
務
を
挙
げ
る
と
次
に
な
る
。

①
朝
廷
に
奉
仕
し
、
都
を
警
固

②
所
領
安
堵
に
伴
う
鎌
倉
御
家
人
の
認
定

③ 

平
氏
追
討
に
あ
た
っ
て
の
兵
士
役
・
兵
粮
米
徴
収
の
免
除
な
ら
び
に
武
士
の
非

法
停
止

④
武
力
を
行
使
し
、
紛
争
介
入
（
平
氏
関
係
者
）

⑤
荘
園
・
所
領
内
の
裁
判

⑥
御
家
人
へ
の
命
令
・
没
収
地
の
管
理

義
経
は
、
在
京
中
に
、
五
畿
内
と
近
江
・
紀
伊
・
石
見
・
丹
波
・
伊
勢
・
伊
予
に

お
い
て
、
右
記
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
文
書
や
史
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
活
躍

は
、
義
経
が
優
秀
な
政
務
官
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

春
日
大
社
の
関
係
で
そ
の
活
動
を
み
る
と
、
右
記
の
③
に
該
当
す
る
処
置
を
、
元

暦
元
年
二
月
に
行
っ
た
こ
と
が
『
春
日
大
社
文
書
』
の
「
摂
津
国
垂
水
牧
牧
務
職
重

書
案
」
に
み
え
る㉔
。
こ
の
重
書
案
は
、
旧
神
主
正
眞
院
氏
に
伝
来
し
て
い
た
が
、『
春

日
神
社
文
書
』
第
二
巻
公
刊
時
に
春
日
大
社
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
と
い
う㉕
。

Ａ
¨
院
庁
下　
　

摂
津
国
在
庁
官
人
等

　
　

 

可
下
早
令
中
任
二
度
度
院
宣
并
長
者
宣
一
停
止
上
春
日
社
領
垂
水
西
牧
勅
院
事
・

国
役
・
雑
事
并
西
海
道
追
討
使
兵
士
・
兵
粮
米
催
及
武
士
狼
藉
事

　

 

右
得
二
社
司
等
今
月
日
解
状
一
称
、
謹
検
二
案
内
一
、
件
御
牧
者
相
二
伝
摂
政
家
一
御

領
也
。
而
去
年
夏
、
有
二
殊
御
願
一
当
社
長
日
御
供
料
被
二
寄
進
一
畢
。
仍
社
壇
奉
レ

祈
二
天
長
地
久
御
願
一
、
牧
家
専
励
二
年
貢
日
次
之
営
一
、
厳
重
無
双
之
地
、
何
事
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過
レ
之
。
而
或
宛
二
兵
士
兵
粮
米
一
、
或
追
討
使
下
向
之
時
、
供
奉
雑
人
乱
二
入
牧

内
一
狼
藉
連
綿
不
レ
絶
。以
二
地
子
一
宛
二
兵
粮
一
者
、以
二
何
物
一
可
レ
備
二
御
供
一
哉
。

以
二
神
人
一
狩
二
兵
士
一
者
、
以
二
誰
人
一
可
レ
令
レ
勤
二
社
役
一
哉
。
是
牧
内
住
人
者

皆
為
二
神
人
一
之
故
也
。
伊
勢
以
下
七
社
御
領
被
レ
免
二
如
レ
此
之
役
者
一
例
也
。
望

請
庁
裁
、
任
二
申
請
一
被
レ
成
二
下
庁
御
下
文
一
者
、
将
欲
レ
仰
二
神
威
之
貴
一
者
、

任
二
度
度
院
宣
并
長
者
宣
一
、
可
レ
令
レ
停
二
止
彼
牧
勅
院
事
大
小
国
役
并
兵
士
兵

粮
米
催
及
武
士
狼
藉
一
之
状
、
所
レ
仰
如
レ
件
。
在
庁
官
人
等
宜
承
知
、
勿
二
違
失
一
、

故
下
。

　
　
　
　

 

寿
永
三
年
二
月
十
八
日　
主
典
代　

織
部
正
兼
皇
后
宮
大
屬　

大
江
朝
臣　

判

　
　
　
　
　

―
略
―

Ｂ
¨
院
庁
下　
　

摂
津
国
在
庁
官
人
等

　
　

 

可
三
早
令
二
停
止
一
春
日
大
社
領
垂
水
東
牧
国
役
雑
事
并
兵
士
兵
粮
米
催
及
武

士
狼
藉
事

　

 

右
得
二
社
司
等
今
月
日
解
状
一
称
、
謹
検
二
案
内
一
、
件
御
牧
者
相
二
伝
摂
政
家
一
御

領
也
。
而
保
安
之
比
、
有
二
殊
御
願
一
当
社
毎
月
三
旬
御
供
・
二
季
神
楽
・
五
節

供
・
長
日
社
頭
御
宿
直
、
旁
神
事
用
途
料
所
被
二
寄
進
一
也
。
爾
以
降
、
勅
院
事
・

大
小
国
役
無
二
宛
催
之
例
一
。
而
依
レ
為
二
路
次
一
追
討
使
下
向
之
時
、雑
人
乱
二
入

御
牧
一
、
取
二
穢
御
供
米
一
冤
二
陵
（
凌
）
住
人
等
一
、
已
如
レ
無
二
神
威
一
。
随
又
可
レ

被
レ
宛
二
催
兵
士
兵
粮
米
一
云
々
。
御
牧
住
人
者
皆
神
人
也
。
争
脱
二
黄
衣
一
着
二
甲

冑
一
哉
。
甚
非
二
其
器
量
一
。
伊
勢
以
下
七
社
領
被
レ
免
二
如
レ
此
之
役
者
一
例
也
。

望
請
庁
裁
、
任
二
申
請
一
被
成
二
下
庁
御
下
文
一
者
、
将
仰
二
神
威
之
貴
一
者
、
早
任
二

申
請
一
、
可
レ
令
レ
停
二
止
彼
牧
勅
院
事
・
国
役
・
雑
事
并
兵
士
兵
粮
米
催
武
士
狼

藉
一
之
状
、
所
レ
仰
如
レ
件
。
在
庁
官
人
等
宜
承
知
、
勿
二
違
失
一
、
故
下
。

　
　
　
　

 

寿
永
三
年
二
月
十
八
日　
主
典
代　

織
部
正
兼
皇
后
宮
大
屬　

大
江
朝
臣　

判

　
　
　
　
　

―
略
―

他
に
勧
学
院
政
所
下
文
が
二
通
あ
り
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
義
経
の
請
文
が
残
る
。

Ｃ
¨ 

垂
水
牧
兵
粮
米
事
、
諸
国
々
兵
粮
米
停
止
了
。
下
知
仕
候
了
。
不
レ
可
レ
有
二

御
承
引
一
候
歟
。
仍
庁
御
下
文
二
枚
返
二
上
之
一
候
、
義
経
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　

寿
永
三
年

　
　
　
　
　
　
　

二
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
経

Ｃ
の
請
文
は
、
二
月
二
十
二
日
に
出
さ
れ
た
諸
国
兵
粮
米
停
止
の
官
宣
旨
に
対
応

す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る㉖
。
こ
の
時
、「
諸
国
兵
粮
之
責
、
并
武
士
押
二
取

他
人
領
一
事
、
可
二
停
止
一
之
由
被
二
宣
下
一
」
と
あ
り
、
兵
粮
米
停
止
以
外
の
武
士
押

領
停
止
に
つ
い
て
も
宣
旨
が
下
っ
て
い
る
か
ら㉗
、「
武
士
実
申
行
云
々
」
と
い
っ
た
武

士
が
義
経
で
あ
る
な
ら㉘
、
こ
れ
ら
下
文
の
内
容
通
り
の
処
置
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。

垂
水
西
牧
は
、
摂
津
国
豊
島
郡
に
所
在
し
、
萱
野
郷
、
桜
井
郷
、
六
車
郷
、
長
興

寺
、
榎
坂
郷
か
ら
な
る
、
摂
関
家
の
私
牧
か
ら
発
展
し
た
荘
園
で
あ
る
。
寿
永
二
年

（
一
一
八
三
）
六
月
八
日
、
藤
原
基
通
が
「
御
心
中
依
レ
有
二
御
祈
願
事
一
、
殊
凝
二
御
懇

懐
一
」
と
し
て
春
日
社
に
寄
進
し
た㉙
。
同
文
書
に
よ
る
と
「
随
二
社
家
下
知
一
、
宜
令
レ

勤
二
仕
年
貢
雑
事
一
之
状
」
と
年
貢
雑
事
を
春
日
社
に
勤
仕
す
る
と
い
う
。
藤
原
基
通

が
垂
水
牧
を
春
日
大
社
に
寄
進
し
た
こ
ろ
と
い
え
ば
、
源
義
仲
が
北
陸
道
を
制
覇
し

て
上
洛
の
機
会
を
ね
ら
い
、
ま
も
な
く
平
氏
は
安
徳
天
皇
と
三
種
の
神
器
を
い
た
だ

き
西
海
へ
落
ち
延
び
る
と
い
う
社
会
状
況
で
あ
る
。
摂
関
家
と
し
て
は
、
山
陽
道
沿

い
に
あ
る
こ
の
垂
水
西
牧
を
、
春
日
社
の
威
信
を
借
り
て
、
兵
士
・
兵
粮
米
徴
収
や

狼
藉
な
ど
か
ら
逃
れ
さ
せ
た
か
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る㉚
。
当
牧
は
、
日
並
御
供
の
う

ち
朝
御
供
を
供
す
る
牧
で
あ
っ
た
。『
祐
重
記
』
寿
永
二
年
十
一
月
一
日
に
「
日
別
新

日
並
御
供
奉
レ
備
」
と
あ
り
、
春
日
大
社
で
は
、
こ
の
日
か
ら
日
並
御
供
の
朝
御
供
が

始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る㉛
。
日
並
御
供
は
、
現
在
も
春
日
大
社
で
毎
日
朝
夕
お

供
え
さ
れ
る
御
供
の
こ
と
で
「
御
日
供
（
お
に
っ
く
）」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る32
。

ま
た
『
祐
重
記
』
寿
永
三
年
四
月
二
日
条
に
「
初
新
日
並
御
供
」
と
あ
り
、「
榎
坂

四
百
九
十
石
運
上
故
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
榎
坂
」
は
垂
水
西
牧
内
に
所
在
し
た
榎
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坂
郷
の
こ
と
で
あ
る
。
先
の
院
庁
下
文
Ａ
と
義
経
の
請
文
Ｃ
と
を
関
連
さ
せ
て
考
え

る
と
、
義
仲
と
平
氏
や
上
洛
し
た
鎌
倉
軍
に
よ
っ
て
山
陽
道
沿
い
の
垂
水
西
牧
で
は

御
供
米
を
献
上
で
き
る
状
態
で
は
な
く
な
り
（
Ａ
文
書
）、
社
司
の
解
状
を
請
け
た
朝

廷
が
Ａ
〜
Ｃ
文
書
に
よ
っ
て
兵
士
兵
粮
米
や
武
士
狼
藉
の
停
止
を
命
じ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
中
断
し
て
い
た
御
供
米
の
運
上
が
可
能
と
な
り
、
四
月
に
垂
水
西
牧
か
ら

神
供
米
が
運
上
さ
れ
て
「
初
新
日
並
御
供
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

垂
水
西
・
東
牧
は
山
陽
道
沿
い
に
あ
た
り
、
一
ノ
谷
合
戦
で
は
源
範
頼
率
い
る
大
手

軍
の
進
軍
に
よ
り
、
兵
士
役
徴
収
や
兵
粮
米
徴
収
、
武
士
の
乱
暴
狼
藉
が
起
こ
り
や

す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
兵
粮
米
停
止
の
効
果
が
四
月
に
な
っ
て
現
れ
た
こ
と
が
実

証
さ
れ
た
。

垂
水
東
牧
は
、
摂
津
国
島
下
郡
に
位
置
し
た
。
Ｂ
院
庁
下
文
に
よ
る
と
、
保
安
年

間
（
一
一
二
〇
〜
二
四
）
に
春
日
大
社
の
「
毎
月
三
旬
御
供
・
二
季
神
楽
・
五
節
供
・

長
日
社
頭
御
宿
直
」
な
ど
の
神
事
用
途
料
所
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
。
保
安
年
間
と
い

う
と
、
藤
原
忠
実
は
白
河
天
皇
と
の
仲
が
険
悪
に
な
り
、
子
息
忠
通
に
関
白
・
内
覧

が
替
わ
っ
た
時
期
に
当
た
る
。
こ
の
「
毎
月
三
旬
御
供
」
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に

一
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
に
本
社
と
若
宮
で
奉
仕
さ
れ
る
月
次
祭
の
こ
と
で
あ
る
。

春
日
大
社
で
は
、
古
く
は
「
シ
ュ
ン
ノ
ゴ
ク
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
藤
原
忠
通
が
願
主

と
な
り
、
保
安
三
年
（
一
一
二
二
）
よ
り
献
じ
続
け
ら
れ
て
い
る
と
伝
わ
る33
。

な
お
、
義
経
は
元
暦
元
年
九
月
二
十
日
に
は
、
垂
水
西
牧
の
萱
野
郷
内
の
狼
藉
を

停
止
す
る
外
題
を
加
え
、
さ
ら
に
書
状
を
し
た
た
め
て
い
る34
。
こ
れ
は
在
京
活
動
の

⑤
に
相
当
し
よ
う
。

三
、
屋
島
出
陣
前
の
義
経
と
春
日
大
社

約
一
年
間
、
京
都
を
守
護
す
る
任
に
あ
っ
た
義
経
は
元
暦
二
年
正
月
十
日
に
京
都

を
出
立
し
、
平
家
追
討
の
た
め
西
海
へ
出
陣
す
る
。
二
月
十
七
日
に
暴
風
雨
の
中
、

屋
島
へ
向
け
て
出
航
す
る
ま
で
の
約
一
ヶ
月
間
は
淀
川
河
口
付
近
に
滞
在
し
た
。
遠

征
の
た
め
の
準
備
に
時
間
が
費
や
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

十
三
日
に
淀
を
た
っ
て
渡
辺
へ
向
か
っ
た
軍
勢
は
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
第
六
本

に
「
其
勢
五
万
余
騎
」
と
あ
り
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
四
十
一
に
は
「
其
の
勢
十
万
余

騎
」
と
記
さ
れ
る
。
そ
の
数
に
は
誇
張
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
多
く
の
武
士
が

渡
辺
・
河
尻
・
神
崎
に
集
結
し
た
と
な
る
と
、
近
辺
へ
の
武
士
に
よ
る
狼
藉
が
始
ま
っ

た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る35
。
そ
の
た
め
荘
園
領
主
た
ち
が
狼
藉
の
防
止
を
義
経

に
は
た
ら
き
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
正
月
二
十
二
日
に
は
、
義
経
が
和

泉
国
春
木
荘
の
観
音
寺
住
僧
へ
の
武
士
乱
暴
狼
藉
を
や
め
さ
せ
る
事
態
が
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
が
傍
証
と
な
る36
。

『
祐
重
記
』
元
暦
二
年
二
月
十
一
日
条
に
は
、九
日
に
大
宮
社
司
泰
隆
が
摂
津
国
河

尻
に
義
経
に
見
参
す
る
た
め
に
下
向
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
泰
隆
は
既
述
し

た
文
治
二
年
に
鎌
倉
方
が
義
経
捜
索
で
南
都
に
打
ち
入
っ
た
た
め
に
唯
識
会
が
延
期

さ
れ
た
旨
を
京
都
に
伝
え
た
「
春
日
神
主
泰
隆
」
の
こ
と
で
あ
る
。

十
一
日
。
乙
丑
。
若
宮
奉
レ
備
二
御
供
一
。
祐
重
、
役
権
官
恵
宗
、
氏
人
祐
守
・
祐

隆
也
、
大
宮
泰
隆
（
不
参
也
）・
有
政
・
成
房
・
遠
忠
・
祐
忠
・
義
経
・
祐
綱
・

恵
宗
、
氏
人
泰
次
・
泰
元
・
有
保
・
義
清
、
生
物
フ
カ
、
干
物
カ
ツ
ヲ
敢
無
二
各

別
一
。
九
日
、
河
尻
泰
隆
下
向
、
為
二
九
郎
判
官
見
参
一
也
。
十
三
日
上
洛
也
。

右
の
条
文
に
よ
る
と
十
一
日
の
月
次
祭
に
、
泰
隆
は
「
不
参
」
と
あ
り
、
九
日
と

十
三
日
の
泰
隆
の
動
向
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
九
日
に
義
経
と
面
会
し
た
後
、
奈

良
へ
は
戻
ら
ず
に
、
十
三
日
に
は
京
都
へ
出
向
い
た
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
義
経
と

の
面
会
と
上
洛
が
一
連
の
用
務
と
推
測
さ
れ
る
。
泰
隆
の
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か
。

河
尻
は
、
西
海
方
面
か
ら
の
官
米
な
ど
が
集
積
す
る
港
で
あ
っ
た37
。
武
士
の
存
在

に
よ
り
各
地
の
荘
園
か
ら
春
日
大
社
へ
の
神
供
運
上
に
支
障
を
き
た
し
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
実
害
が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
恐
れ
た
春
日
社
神
主
泰
隆
が
河
尻
に
い

た
義
経
の
も
と
に
直
接
訴
え
に
き
た
。
そ
し
て
義
経
外
題
を
殿
下
政
所
へ
持
参
す
る
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た
め
に
、
泰
隆
は
十
三
日
に
上
洛
し
た
と
は
推
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
河
尻
や
渡

辺
な
ど
津
頭
の
検
察
権
は
、
検
非
違
使
が
従
事
し
て
住
人
た
ち
に
庁
役
を
課
す
る
権

利
を
も
っ
て
い
た
と
い
い38
、
義
経
が
差
配
で
き
る
職
務
の
範
疇
で
あ
っ
た
。

そ
の
三
日
後
の
十
六
日
、
後
白
河
院
の
使
い
と
し
て
高
階
泰
経
が
渡
辺
に
逗
留
し

て
い
た
義
経
を
訪
ね
た
。『
吾
妻
鏡
』
二
月
十
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

大
蔵
卿
泰
経
朝
臣
称
レ
可
レ
見
二
彼
行
粧
一
、
自
二
昨
日
一
至
二
廷
尉
旅
館
一
。
而
卿

諫
云
、
泰
経
雖
レ
不
レ
知
二
兵
法
一
、
推
量
之
所
レ
覃
、
為
二
大
将
軍
一
者
、
未
三
必

競
二
一
陣
一
歟
、
先
可
レ
被
レ
遣
二
次
将
一
哉
。
廷
尉
云
、
殊
有
二
存
念
一
、
於
二
一
陣

一
欲
レ
棄
レ
命
云
々
。
則
以
進
発

こ
れ
は
『
吉
記
』
正
月
八
日
条
に
載
せ
る
義
経
の
四
国
発
向
の
意
志
に
対
す
る
吉

田
経
房
の
、「
大
将
軍
不
二
下
向
一
、
差
二
遣
郎
従
等
一
之
間
、
雖
レ
有
二
諸
国
責
一
、
無
二

追
討
之
実
一
歟
」39
と
大
将
軍
（
義
経
）
が
出
陣
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
反
す
る

内
容
で
あ
る
。
従
来
、
泰
経
が
出
陣
前
の
義
経
を
訪
ね
た
こ
と
を
、『
玉
葉
』
が
「
是

京
中
依
レ
無
二
武
士
一
為
二
御
用
心
一
也
云
々
」
と
記
す
こ
と
か
ら
、
京
中
守
護
が
い
な

く
な
る
た
め
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
義
経
と
面
会
す
る
た
め
の
春
日
社
社
司
泰
隆

の
河
尻
下
向
と
そ
の
後
の
上
洛
と
い
う
経
過
、
そ
し
て
泰
隆
上
洛
か
ら
わ
ず
か
三
日

後
の
院
使
高
階
泰
経
の
渡
辺
下
向
と
ひ
と
月
前
の
決
定
と
は
正
反
対
の
出
陣
制
止
要

請
を
一
連
の
も
の
と
し
て
見
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
と
な
ろ
う
。

義
経
が
約
一
年
間
の
在
京
中
に
こ
な
し
た
多
岐
に
わ
た
る
職
務
は
義
経
出
陣
に
よ

り
中
断
さ
れ
、
近
辺
の
荘
園
領
主
は
守
護
者
の
存
在
が
な
く
な
る
こ
と
に
不
安
を
抱

く
。
義
経
が
出
京
し
た
約
一
ヶ
月
の
間
に
、
義
経
が
京
都
を
留
守
に
し
た
た
め
に
出

て
き
た
支
障
が
数
多
く
あ
り
、
そ
の
訴
え
が
朝
廷
に
届
い
て
、
二
月
十
六
日
に
高
階

泰
経
が
院
の
使
者
と
し
て
義
経
出
陣
制
止
に
渡
辺
ま
で
来
た
。
出
陣
制
止
要
請
を
す

る
た
め
に
院
使
の
登
場
と
な
る
社
会
的
状
況
が
存
在
し
た
。

河
尻
で
の
春
日
社
社
司
泰
隆
の
下
向
の
目
的
や
院
使
の
要
請
を
こ
の
よ
う
に
推
定

し
た
な
ら
ば
、
京
都
の
治
安
維
持
だ
け
な
く
、
畿
内
近
国
の
治
安
維
持
に
義
経
が
必

要
だ
っ
た
と
貴
族
だ
け
で
な
く
荘
園
領
主
も
認
め
て
い
た
と
い
え
る
。
京
都
だ
け
で

な
く
、
畿
内
近
国
の
治
安
維
持
に
果
た
し
た
義
経
の
役
割
は
大
き
く
、
優
秀
な
軍
事

行
政
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
八
月
二
十
七
日
、翌
二
十
八
日
の
大
仏
開
眼
供
養
の
た
め

後
白
河
法
皇
が
南
都
に
御
幸
し
た
時
に
は
、
義
経
は
浄
衣
を
着
て
供
奉
し
て
い
る40
。

翌
二
年
に
は
そ
の
南
都
に
匿
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

義
経
が
「
大
将
軍
」
で
あ
る
こ
と
、
聖
弘
が
「
凡
倩
案
二
関
東
安
全
一
、
只
在
二
予

州
武
功
一
歟
」
と
い
う
よ
う
に
平
家
追
討
は
義
経
の
武
功
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
京
都

や
畿
内
近
国
の
治
安
維
持
に
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
は
皆
当
時
の
義

経
の
周
囲
に
い
た
人
々
が
一
様
に
抱
い
て
い
た
真
実
の
義
経
の
姿
で
あ
る
。

春
日
大
社
に
残
る
義
経
所
伝
の
宝
物
に
は
、
後
世
の
義
経
贔
屓
の
所
産
と
思
わ
れ

る
物
も
あ
る
が
、
実
際
に
史
料
か
ら
義
経
と
春
日
大
社
の
関
係
を
見
て
い
く
と
、
そ

れ
ら
伝
承
は
史
実
を
反
映
し
て
お
り
、
両
者
の
深
い
つ
な
が
り
を
現
在
に
伝
え
て
い

る
。
両
者
の
関
係
と
宝
物
の
存
在
を
関
連
付
け
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
、

屋
島
出
陣
前
の
義
経
に
謁
見
し
た
神
主
泰
隆
は
、
義
経
か
ら
武
運
長
久
・
平
氏
追
討

の
祈
祷
を
頼
ま
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
時
下
賜
し
た
武
具
が
伝
わ
り
、

さ
ら
に
そ
の
伝
え
を
も
と
に
後
世
に
義
経
奉
納
品
が
で
き
た
。
そ
れ
が
今
日
春
日
大

社
に
宝
物
と
し
て
残
る
品
々
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
春
日
大
社
に
残
る
義
経
関
係
の
文
化
財
〕

赤
糸
威
大
鎧
・
竹
虎
雀
飾　
　
　

鎌
倉
時
代
末
期　

国
宝

鉄
三
十
六
間
四
方
白
星
兜
鉢
及
鎧
金
具
（
赤
糸
威
鎧
・
牡
丹
蝶
）　

鎌
倉
時
代
後
期　

重
文

籠
手　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代　

国
宝
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赤
銅
造
太
刀　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
時
代　

重
文

『
春
日
大
社
文
書
』「
摂
津
国
垂
水
牧
牧
務
職
重
書
案
」

　

同　
　
　
　
　
「
源
義
経
・
楠
木
正
成
鎧
雛
形
図
調
進
記
録
」

『
中
臣
祐
重
記
』
養
和
二
年　

寿
永
二
年　

同
三
年　

文
治
二
年　

自
筆
記　
　

屋
島
合
戦
図
屏
風　
　
　
　
　
　

江
戸
時
代

春
日
社
宝
蔵
鎧
四
領
実
写
絵
図　

江
戸
時
代

注①　
国
宝
赤
糸
威
大
鎧
（
竹
虎
雀
飾
）
修
理
記
念
「
春
日
大
社
の
鎧
と
刀
」（
春
日
大
社

宝
物
殿
、二
〇
一
一
年
四
月
一
〜
七
月
三
十
一
日
）
の
展
示
解
説
。
本
展
示
で
は
義
経

と
春
日
大
社
の
関
係
を
義
経
の
春
日
信
仰
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

②　
『
春
日
大
社
文
書
』
一
一
一
〇
、
源
義
経
・
楠
正
成
鎧
雛
形
図
調
進
記
録
。

③　
『
春
日
大
社
文
書
』
一
一
一
〇
、
源
義
経
・
楠
正
成
鎧
雛
形
図
調
進
記
録
内
の
「
南

都
春
日
社
頭
宝
蔵
ニ
有
之
候
鎧
写
之
儀
ニ
付
伺
書
」。

④　
「
春
日
社
本
談
義
屋
在
之
候
義
経
緋
威
鎧
目
録
」（
鈴
木
敬
三
『
甲
冑
写
生
図
集
解

説
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年　

一
〇
九
頁
）

⑤　

松
平
定
信
編
『
集
古
十
種
』
甲
冑
三
（『
集
古
十
種
』
三　

一
九
〇
八
年
、一
〇
〇
頁
）

⑥　
『
図
解
日
本
甲
冑
事
典
』「
竹
に
雀
虎
金
物
赤
絲
威
鎧
」
の
項
に
は
、赤
糸
威
牡
丹
金

物
鎧
と
し
て
復
原
さ
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
お
り
（
笹
間
良
彦
『
図
解
日
本
甲
冑
事

典
』
雄
山
閣
、
一
九
七
三
年
、
二
三
七
頁
））、
現
在
は
靖
国
神
社
遊
就
館
に
あ
る
。

⑦　

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
『
奈
良
名
所
八
重
桜
』
巻
五
に
は
、「
従
五
位
上
兼
伊

予
守
源
義
経
納
め
ら
れ
け
る
」
と
す
る
「
甲
冑　

火
威
。
紋
は
獅
子
に
牡
丹
。
据
金
物

は
、
上
羽
の
蝶
な
り
」
が
本
談
義
屋
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（
大
久
保
秀
興
・
本

林
伊
祐
『
奈
良
名
所
八
重
櫻
』
版
本
地
誌
大
系
別
巻
一
〈
古
版
地
誌
〉
臨
川
書
店
、

二
〇
一
〇
年
、
一
四
五
頁
）。
宮
崎
隆
旨
氏
は
、
据
金
物
を
揚
羽
の
蝶
と
記
す
の
は
、

『
奈
良
名
所
八
重
桜
』
の
誤
解
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
（
同
氏
著
『
奈
良
甲
冑
師
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、「
第
四
編
第
二
章
五
」
の
「
岩
井
彦
十
郎
」
の
項
、

四
二
八
頁
）。
な
お
、
こ
の
鎧
は
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
松
浦
肥
前
守
が
補
修
さ

せ
た
と
い
う
（『
南
都
年
代
記
』『
奈
良
名
所
八
重
桜
』、
宮
崎
氏
前
掲
書
同
頁
）。

⑧　

鈴
木
敬
三
「
春
日
大
社
の
鎧
」（
近
畿
日
本
鉄
道
創
立
五
十
周
年
記
念
出
版
編
集
所

編
『
春
日
大
社
・
興
福
寺
』
近
畿
日
本
叢
書
第
六
冊
、
近
畿
日
本
鉄
道
株
式
会
社
、

一
九
六
一
年
、
一
六
一
頁
）。

⑨　

注
②
文
書
。
ま
た
『
春
日
社
宝
倉
鎧
四
領
図
式
』（
春
日
大
社
蔵
）
に
も
「
是
春
日

社
回
廊
内
宝
倉
ニ
鎧
四
領
納
有
之
、
何
方
よ
り
奉
納
と
も
決
難
相
知
候
得
共
、
古
代
之

品
ニ
て
」
と
あ
る
（
前
掲
宮
崎
氏
著
、「
史
料
」、
四
九
三
頁
）。

⑩　

前
掲
『
図
解
日
本
甲
冑
事
典
』「
梅
枝
鶯
蝶
金
物
赤
絲
威
鎧
」
二
三
五
頁
。

⑪　

前
掲
鈴
木
論
文
、
一
五
六
・
一
五
七
頁
。
宮
崎
前
掲
書
、
一
二
〇
頁
註
二
七
。

⑫　

秋
里
籬
島
『
大
和
名
所
図
絵
』（
寛
政
三
年
（
一
七
九
二
））「
巻
之
一　

添
上
郡
南

都
之
部　

五
箇
屋　

本
談
義
屋
」
の
項
に
、「
源
義
家
五
音
威
鎧
二
領
、
同
緋
縅
脇
立

并
前
段
板
」、「
甲
冑
源
義
経
納
め
ら
る
」「
楠
正
成
鎧
」
な
ど
と
い
う
伝
え
が
あ
っ
た

（『
大
和
名
所
図
絵
』〈
版
本
地
誌
大
系
〉
臨
川
書
店
、
一
九
九
五
年
、
三
七
頁
）。
刊
行

年
は
本
談
義
屋
が
焼
け
た
寛
政
三
年
で
あ
る
。
宮
崎
隆
旨
氏
は
、「
源
義
家
五
音
威
鎧

二
領
、
同
緋
縅
、
脇
立
并
前
段
板
」
と
読
ま
れ
、「「
五
音
威
」
は
紫
萌
葱
地
片
身
替
逆

沢
瀉
威
鎧
と
紫
糸
妻
取
威
鎧
を
指
し
、「
緋
縅
」
は
緋
縅
〈
牡
丹
金
物
〉
鎧
、「
脇
立
并

前
段
板
」
は
脇
楯
と
栴
檀
・
鳩
尾
板
が
伝
わ
っ
て
い
た
緋
威
〈
竜
胆
金
物
〉
鎧
に
相
違

い
な
い
」
と
さ
れ
る
（
前
掲
宮
崎
書
、一
二
二
頁
註
五
五
）。
そ
う
す
る
と
「
同
緋
縅
」

と
書
か
れ
て
あ
る
た
め
、
牡
丹
蝶
金
物
の
赤
糸
威
は
義
家
の
伝
承
を
も
つ
こ
と
に
な

る
。
牡
丹
蝶
の
鎧
が
義
経
伝
承
を
持
つ
こ
と
は
『
集
古
十
種
』
な
ど
で
明
確
で
あ
り
、

ま
た
「
甲
冑
源
義
経
納
め
ら
る
」
と
い
う
甲
冑
が
本
談
義
屋
に
あ
っ
た
は
ず
あ
る
。
緋

縅
と
脇
立
并
前
段
板
は
「
源
義
家
五
音
威
鎧
二
領
、同
緋
縅
脇
立
并
前
段
板
」
の
よ
う

に
同
一
と
み
て
、竜
胆
金
物
の
緋
縅
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
竜
胆
金
物
の
緋
威
鎧
は

宮
崎
氏
に
よ
る
と
、
大
和
の
豪
族
越
知
氏
の
奉
納
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
宮
崎

書
、一
〇
五
頁
）。
な
お
、紫
萌
葱
地
片
身
替
逆
沢
瀉
威
鎧
と
は
重
要
文
化
財
の
鉄
十
八

間
二
方
白
星
兜
鉢
及
鎧
金
具
、紫
糸
妻
取
威
鎧
は
同
じ
く
重
要
文
化
財
の
鉄
二
十
八
間

四
方
白
星
兜
鉢
及
鎧
金
具
で
あ
る
。

⑬　
『
春
日
大
社
古
神
宝
宝
物
図
録
』（
春
日
大
社
社
務
所
、
一
九
八
七
年
）。

⑭　
『
玉
葉
』
文
治
二
年
九
月
二
十
二
日
条
。

⑮　

永
島
福
太
郎「
解
説
」（『
春
日
社
記
録
』第
一
春
日
大
社
、一
九
五
五
年
、四
七
四
・
五

頁
）

⑯　
『
春
日
大
社
文
書
』
一
一
〇
九
、
享
保
十
一
年
九
月
二
十
三
日
正
預
冨
田
延
晴
届
書
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案
。
幕
府
は
写
本
を
作
ら
せ
世
上
に
流
布
し
た
。
そ
れ
が
『
続
群
書
類
従
』
神
祇
部
に

収
め
ら
れ
た
「
中
臣
祐
重
記
」
で
あ
る
（「
春
日
社
御
神
事
日
記
」『
奈
良
市
史
』
書
跡

編
、
一
九
七
三
年
、
二
二
〇
頁
）。

⑰　

十
二
月
三
日
に
佐
渡
守
源
重
隆
が
解
官
さ
れ
て
い
る
（『
吉
記
』
同
日
条
）。『
吉
記
』

十
一
月
十
八
日
条
に
は
、院
中
武
士
参
入
の
事
と
し
て
多
田
蔵
人
大
夫
行
綱
の
名
前
が

見
え
る
。

⑱　

宮
田
敬
三
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

⑲　

源
頼
兼
は
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
巻
第
十
一
「
内
侍
所
都
入
」
に
「
伊
豆
蔵
人
大
夫

頼
兼
」
と
出
て
く
る
（
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
『
平
家
物
語
』
下　

新
古
典
文
学

大
系　

一
九
九
三
年
）。

　

源
仲
兼
は
、『
平
家
物
語
』
諸
本
の
法
住
寺
合
戦
の
場
面
に
出
て
く
る
。
伊
豆
守
光
遠

の
子
（
新
訂
増
補
『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
「
宇
多
源
氏
」
三
九
八
〜
三
九
九
頁
）
で
あ

る
ゆ
え
、「
伊
豆
冠
者
」
と
呼
称
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
西
門
を
守
備
し
て
い
た
が
、

敗
戦
と
聞
く
と
敵
軍
の
中
を
強
行
突
破
し
、木
幡
で
出
会
っ
た
近
衛
基
通
を
宇
治
の
富

家
殿
ま
で
送
り
、
河
内
へ
落
ち
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
「
伊
豆
冠
者
」
の
人
名
比
定
に
つ

い
て
も
宮
田
敬
三
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

⑳　
『
吾
妻
鏡
』
寿
永
三
年
元
年
正
月
二
十
六
日
条
。

㉑　
『
吾
妻
鏡
』
寿
永
三
年
二
月
二
十
五
日
条
。

㉒　

宮
田
敬
三
「
十
二
世
紀
末
の
内
乱
と
軍
制
―
兵
粮
米
問
題
を
中
心
と
し
て
―
」（『
日

本
史
研
究
』
五
〇
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）、
菊
池
紳
一
「
在
京
中
の
義
経
」（
大
三
輪
龍

彦
・
関
幸
彦
・
福
田
豊
彦
編
『
義
経
と
そ
の
時
代
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

㉓　

義
経
の
在
京
活
動
に
つ
い
て
は
、田
中
稔
氏
「
鎌
倉
殿
御
使
考
」（『
史
林
』
四
五
―

六
、一
九
六
二
年
）、松
井
茂
「
鎌
倉
幕
府
初
期
の
権
力
編
成
―
源
義
経
の
地
位
と
役
割

を
中
心
に
―
」（『
歴
史
』
五
一
号　

一
九
七
八
年
）、
藤
本
元
啓
「
京
都
守
護
」（『
芸

林
』
三
〇
―
二
、一
九
八
一
年
）、
木
村
茂
光
「
鎌
倉
殿
御
使
下
文
の
政
治
史
的
意
味
」

（
河
音
能
平
編
『
中
世
文
書
論
の
視
座
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）、
菱
沼
一
憲

「
源
義
経
の
政
治
的
再
評
価
―
寿
永
二
年
閏
十
月
の
上
洛
か
ら
元
暦
二
年
正
月
の
西
海

出
陣
ま
で
―
」（『
国
史
学
』
一
七
九
号
、
二
〇
〇
三
年
、
の
ち
同
氏
著
『
中
世
地
域
社

会
と
将
軍
権
力
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
に
「
在
京
頼
朝
代
官
源
義
経
」
と
改

題
し
、
第
三
章
一
節
に
収
録
）
の
分
析
が
あ
る
。

㉔　
『
春
日
大
社
文
書
』
六
五
五
、
摂
津
国
垂
水
牧
牧
務
職
重
書
案
（『
平
安
遺
文
』

四
一
三
二
、四
一
三
一
、四
一
三
六
）。

㉕　

永
島
福
太
郎
「
解
説
」（『
春
日
大
社
文
書
』
第
六
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六

年
）。

㉖　

宮
田
前
掲
論
文
、
七
九
頁
。

㉗　
『
玉
葉
』
寿
永
三
年
二
月
二
十
二
日
条
。

㉘　

前
掲
宮
田
論
文
、
七
九
頁
。

㉙　
『
春
日
大
社
文
書
』
六
五
五
、
寿
永
二
年
六
月
八
日
摂
政
近
衛
基
通
家
政
所
下
文

（『
平
安
遺
文
』
四
〇
九
二
）。

㉚　
『
豊
中
市
史
』
第
一
巻
で
は
、
藤
原
基
通
が
垂
水
西
牧
を
寄
進
し
た
理
由
を
源
氏
追

討
祈
願
と
す
る
（
豊
中
市
役
所
、
一
九
六
一
年
、
二
一
四
頁
）。

㉛　

岡
本
彰
夫
「
春
日
四
方
山
話
十　

続
春
日
特
殊
言
語
考
」（
社
報
『
春
日
』
第
五
十

号
、
春
日
大
社
、
一
九
九
三
年
、
十
・
十
一
頁
）

32　

前
掲
岡
本
論
文
に
よ
る
と
、夕
御
供
は
永
久
五
年
（
一
一
一
五
）
二
月
一
日
に
始
め

ら
れ
て
い
た
。

33　

前
掲
岡
本
論
文
。
一
方
で
、
康
治
年
間
（
一
一
四
二
〜
四
四
）
こ
ろ
に
忠
実
が
寄
進
し

た
と
す
る
史
料
も
あ
る
（
垂
水
東
牧
中
条
住
人
寄
司
等
愁
状
、『
永
昌
記
』
紙
背
文
書
）。

34　
『
春
日
大
社
文
書
』
六
五
五　

元
暦
元
年
九
月
日
垂
水
西
牧
萱
野
郷
百
姓
等
解
（『
平

安
遺
文
』
四
二
〇
七
）。

35　

菱
沼
前
掲
論
文
で
は
、
義
経
の
西
海
出
陣
に
伴
い
、
和
泉
・
河
内
国
に
対
し
て
追
討

使
の
名
目
で
軍
備
徴
発
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
同
氏
論
文
、六
二
頁
）。

36　
「
尊
敬
閣
所
蔵
文
書
」
元
暦
二
年
正
月
二
十
二
日
源
義
経
安
堵
状
（『
平
安
遺
文
』

四
二
二
八
）。
な
お
、
こ
の
文
書
に
久
保
田
和
彦
氏
は
「
源
義
経
袖
判
書
下
」
と
命
名

さ
れ
て
い
る
（
同
氏
「
源
義
経
の
発
給
文
書
」、
大
三
輪
龍
彦
・
関
幸
彦
・
福
田
豊
彦

編
『
義
経
と
そ
の
時
代
』、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
〇
三
頁
）。

37　
『
尼
崎
市
史
』
第
一
巻
、
尼
崎
市
役
所
、
一
九
六
六
年
、
三
一
〇
頁
。

38　

戸
田
芳
実
「
第
三
章
第
三
節　

平
安
時
代
の
尼
崎
」（『
尼
崎
市
史
』
第
一
巻
、尼
崎

市
役
所
、
一
九
六
六
年
、
三
八
三
頁
）。

39　
『
吉
記
』
元
暦
二
年
正
月
八
日
条
。

40　
『
延
慶
本
平
家
物
語
』第
六
末「
三　

建
礼
門
院
吉
田
に
御
坐
事　

東
大
寺
供
養
事
」。

（
奈
良
女
子
大
学
古
代
学
学
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）


